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参考資料２

地球環境時代を先導する

新たな北海道総合開発計画

（平成 20 年 7 月）

※「第４章 計画の主要施策」のうち、建設業に特に関係がある部分を抜粋したもの。
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第１節 グローバルな競争力ある自立的安定経済の実現

１．食料供給力の強化と食にかかわる産業の高付加価値化・競争力強化

( ) 食料供給力の強化1

（農産物の供給力強化）

・・・安定的な作物生産を可能とする農業水利施設等の計画的な更新整備、暗渠排水

や土層改良等のほ場整備及び低コストな農業生産を可能とするほ場の大区画化や、担い

手への農地の利用集積等を推進する。

第２節 地球環境時代を先導し自然と共生する持続可能な地域社会の形成

( ) 自然共生社会の形成1

（良好な自然環境の保全）

・・・世界自然遺産の知床及びその周辺地域、釧路湿原・サロベツ原野に代表される

ラムサール条約湿地、自然公園などの自然環境の保全・再生を推進する。貴重な動植物

の生息等に適した優れた自然環境を有する森林については、その機能を持続的に発揮さ

せるように保全・管理を推進する。さらに、多様な動植物の生息・生育環境の確保を図

るため、多自然川づくりを始め、河川や湿原、藻場、干潟、汽水域等の海域・沿岸域の

良好な環境の保全・再生を推進する。

また、水生生物の生息環境に配慮した海岸・港湾・漁港整備、野生生物の移動経路を

確保した道路整備、生物多様性の保全を重視した農林水産業の推進など、豊かな生態系

との共生を目指す。

水質や河川流量等の水環境の保全・改善や土砂移動の阻害の改善等については、流域

圏における健全な水循環系の構築や、山地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理の

取組を推進する。流域からの汚濁負荷を低減するため、下水道・浄化槽・農業集落排水

施設の整備等の生活排水対策、畜産経営等における水質汚濁防止対策を、計画的・効率

的に促進する。特に、河川・湖沼における水質悪化の進んだ閉鎖性水域等において、流

域における汚濁負荷削減対策と一体となって、導水・底泥浚渫等の水質浄化対策を推進

するとともに、水質悪化の進んだ港湾やその周辺海域において、浚渫・覆砂等による海

域環境の改善を促進する。

（北海道らしい個性的な景観、自然とのふれあい空間の形成）

・・・北海道の農村特有の良好な景観の形成を促進するとともに、農村の豊かな自然

。 、 、 、環境の保全・再生に向けた活動を支援する また 湿地の保全・再生 多自然川づくり

防雪林や道路敷地における緑化等の取組を推進する。都市部については、まちづくりや

河川整備等が一体となって水と緑の連続性を確保することにより、水と緑あふれる都市
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空間の形成を推進する。

また、北海道の自然環境の魅力を活用し、内外の人々の保養・交流空間や自然とのふ

れあい空間を提供するため、都市公園や水辺・海辺、フットパス等の整備を推進する。

( ) 循環型社会の形成2
・・・リデュース・リユースについては、老朽化した公共施設の適切な維持管理や改

良整備等により施設機能を適切に維持し、ライフサイクルコストの縮減及び施設の長寿

命化を推進する。良質な住宅ストックを長く大切に使う社会の実現のため、耐久性に優

れ生活様式等の変化に柔軟に対応できる住宅・建築物の普及や、住宅等の履歴情報シス

テムの構築を促進する。

また、リサイクルについては、下水熱等都市部における廃熱、家畜ふん尿・下水汚泥

からのバイオガスの回収など未利用・廃棄物系バイオマスの有効活用を中心とした再生

利用を図るとともに、最終処分場も含めた廃棄物処理施設の整備を促進する。また、総

合静脈物流拠点港（リサイクルポート）の整備等を通じた効率的な静脈物流ネットワー

クの構築を推進する。

さらに、国等の行政機関は、事業ごとの特性や必要とされる機能の確保、コスト等に

留意しつつ、率先して環境物品等の調達を推進する。また、建設工事のゼロエミッショ

ン化に向け、公共事業の実施に伴う発生土砂の有効活用などを推進する。さらに、循環

型社会の形成を図るためには、人々の意識と行動の変化が不可欠であることを踏まえ、

環境教育等を通じた意識啓発を推進する。

第３節 魅力と活力ある北国の地域づくり・まちづくり

( ) 都市における機能の強化と魅力の向上2
（集約型都市構造への移行）

・・・まちなか居住の推進や都市機能の集約化により拠点でのにぎわいづくりを進め

る。また、除雪費低減など都市経営コストを抑制するため、郊外部における土地利用規

制等による都市機能の適正配置を図る。集約拠点となり得る主要駅周辺の低未利用地等

では、都市機能の効率を高める街区の再編や基盤施設の一体的整備を推進し、集約拠点

へつながる公共交通ネットワークや、道路ネットワークの強化などを推進する。

（冬も暮らしやすい生活環境の創造）

・・・北方型住宅に代表される高断熱・高気密住宅の性能向上のための仕様や工法等

の開発と、一層の普及を促進する。また、冬でも暖かい共用廊下等を設置するなど克雪

型の集合住宅の普及や、堆雪空間としての活用に配慮した都市公園、融雪槽等の整備を

促進する。

、 、 、また 冬でも快適な歩行空間の確保を図るため 駅周辺部や公共施設周辺等において

冬期を考慮した歩行空間のバリアフリー化や地下を利用した歩行者用通路等の整備を推
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進するとともに、地域住民等との協働により、転倒事故を防止するための取組等を推進

する。

さらに、冬の余暇活動の場として、スキー場の活性化等を図るとともに、屋内遊戯施

設、体育館、冬季スポーツ施設を備えた都市公園の整備を推進する。

第４節 内外の交流を支えるネットワークとモビリティの向上

( ) 国内外に開かれた広域交通ネットワークの構築1

（高速交通ネットワークの強化）

高規格幹線道路を始めとする基幹ネットワークについては、今後の具体的な道路整備

の姿を示す中期的な計画に即して、主要都市間を連絡する規格の高い道路、拠点的な空

港・港湾へのアクセス道路や国際競争力確保のための道路などに重点をおいて効率的な

整備を推進する。

北海道新幹線については （中略）、

航空については、海外との玄関口となる新千歳空港において国際空港機能の向上を推

進する。また、その他の道内各空港についても、東アジア地域等との交流が緊密化・高

頻度化していることを踏まえ、必要な国際空港機能の向上を図る。

（国際競争力を高めるための物流ネットワーク機能の強化）

・・・地理的優位性を活かして、北海道における国際物流の一大拠点の形成を図るた

め、苫小牧港の国際海上コンテナや新千歳空港の国際航空貨物の輸送に係る機能強化を

推進するとともに、港湾手続の統一化・簡素化等港湾サービスの一層の向上、国際複合

一貫輸送等の新たな輸送手段の確立を促進する。

また、北海道の基幹産業である農業、製紙業等の競争力を強化するため、飼肥料や原

材料の輸送コスト低減に資する多目的国際ターミナルの整備を推進する。

さらに、港湾・空港や道内各地の物流拠点・生産拠点と高規格幹線道路とのアクセス

を強化するほか、国際標準コンテナ車が支障無く通行できる幹線道路ネットワークを構

築する。

第５節 安全・安心な国土づくり

( ) 頻発する自然災害に備える防災対策の推進1

（根幹的な防災対策の推進）

、 、 、自然災害が頻発し 災害リスクの増大が懸念されている状況にかんがみ 水害に対し

堤防、洪水調節施設等の根幹的な治水施設等の整備、近年被災した河川における再度災

害を防止する対策等の治水対策、下水道による浸水対策を重点的に推進する。

集中豪雨や火山の噴火等により発生する土砂災害に対し、人命等を守るための土砂災
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害対策を推進する （中略）。

長大な海岸線を持つ北海道における津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護す

る総合的な海岸保全を推進する。

道路について、異常気象時通行規制区間等における岩盤斜面対策等の防災対策を優先

して推進し、道路密度の低い北海道において信頼性の高い道路ネットワークの構築を図

る。

（中略）

農地、農業用施設を災害から守るため、地すべりの防止等の防災対策を推進する。

災害などによる大規模な断水は国民生活に大きな影響を与えることから、災害時にも

安定的な水道用水の供給ができるよう、水道施設の整備を促進する。

（日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等、地震・津波に備えた防災対策の推進）

このため、避難場所の整備、地震・津波情報の早期提供、緊急地震速報の利活用等を

推進する。また、救急・救命、避難、緊急物資輸送等を確保するための緊急輸送道路の

橋梁の耐震補強、港湾における耐震強化岸壁を配備した臨海部防災拠点の整備、空港・

漁港施設や河川構造物、海岸保全施設の耐震強化を推進するとともに、被害軽減のため

の河川、港湾、海岸における津波対策等を推進する。さらに、避難路や緊急輸送道路沿

道等の住宅・建築物の倒壊等による被害軽減を図るため、住宅・建築物の耐震化を促進

する。

（豪雪対策及び積雪寒冷地域における防災対策の推進）

豪雪等による国民生活や経済社会活動への影響を緩和するため、豪雪時の情報連絡本

部設置など除排雪における関係機関の連携等を強化する。

( ) ハード・ソフト一体となった総合的な防災・減災対策の推進2

（地域防災力を向上させる取組の推進）

・・・迅速かつ円滑な災害対応を行うため、防災情報の高度化、防災情報共有体制の

整備、防災情報伝達基盤の強化を推進するとともに、現地での速やかな応急対策実施や

復旧活動支援のため、被災地への緊急物資輸送等を確保するための体制整備、災害対策

、 、 。用機械の効率的運用 防災資機材の適正配備など 防災関係機関の連携強化を推進する


